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【写経会 ：11 月 26 日（土）１４時～１６時受付】 

１２月はお休みさせていただきます 

 

  

    

   

 

 

朝夕がひときわ冷え込むようになってまいりました。寒暖の差が激しいですので体調管

理には十分お気を付けください。 

さて、今月の御朱印には「平安是福」と書かせていただいております。読んで字のごとく、

平和で安穏なることが私たちにとって幸福である、という意味です。今、世界ではロシアの

ウクライナ侵攻に端
たん

を発する戦争が起こっています。他にも紛争地域は数多く存在します。

これらには複雑な歴史背景や宗教、政治が絡んでいるのだとは思いますが、感情による部

分も大きく、憎む相手を許せないことも争いの長期化につながるのだろうと思います。 

お釈迦様の教えが説かれた原始経典には、争いについて次のように示されています。

「殺そうと争闘する人々を見よ。武器を執
と

って打とうとしたことから恐怖が生じたのである。

（『スッタニパータ』）」、「怨みに報いるのに怨みをもてば、ついに怨みの息
や

むことなし。怨み

を捨ててこそ息む。これは永遠の真理である。（『ダンマパダ』）」 

まずお釈迦様が否定されているのは武器、つまり暴力です。たとえ争いが起きたとして

も暴力を使えば解決の道は遠のきます。また近年はハラスメントがしばしば取り上げられる

ように、暴言、悪言もまた争いの種です。家庭や職場内でも気を付けたいものです。 

そして、憎しみに憎しみで応じればまた新たな憎しみが生まれ、負の連鎖が止まらないと

も説かれています。個人であれ国家であれ、自身にとって憎い存在、敵対的な存在は排除

したいと考えるでしょう。そこには必ず闘争が起こりますが、歴史を見ても闘争によって幸

福がもたらされることはないのです。お釈迦様は“敵対”という考え方自体を捨て、縁でつ

ながる存在として相手を認めることが大事だとおっしゃっているのではないでしょうか。 

宗祖一遍上人も弟子たちへの規範を示した「時衆制誡」の中で「もっぱら柔和の面を備え

て、瞋恚
し ん に

の相を現すことなかれ。（優しく穏やかな表情で接し、怒りや憎しみの様相を出して

はならない）」と説かれています。 

個々人がお釈迦様や一遍上人の教えを大切にし、時には自戒しながら正しい道を歩むこ

とが平安への一歩となるのでしょう 合掌 
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